
（別紙２）

市　政　記　者　各　位

　下記のとおり懲戒処分を行いましたので、ご報告いたします。

【事案①】

令和７年２月１３日

福　　　　島　　　　市

勤務場所 本庁 職 一般職員 年齢 ３０歳代 性別 男

処分年月日 令和７年２月１３日

問い合わせ
総務部人事課人事管理係　℡０２４－５２５－３７０３（直通）
課長　遠藤　武宏　　係長　秋葉　和人

事件の概要

【公務内外における信用失墜行為】

① 過失運転致傷及び福島県青少年健全育成条例違反並びに虚偽報告
　当該職員は、令和６年８月２日（金）午前３時３７分頃、普通乗用自動車を運
転し、市内松山町地内の道路を進行中、仮睡（居眠り）状態に陥り、自車両を逸
走させ、道路歩道上の信号柱に衝突し、同乗者（高校生）に全治約２６日間の傷
害を負わせた。
　また、同乗者が１８歳未満であることを知りながら、同乗者の保護者の同意を
得ず、前記日時場所において自車両内に同乗させ、深夜に未成年と同伴したも
の。
　その後、過失運転致傷及び福島県青少年健全育成条例違反により、令和６年１
２月１９日（木）付けで略式起訴され、令和７年１月７日（火）付けで罰金８０
万円の略式命令を受けた。
　当該職員は、略式命令の事実を認めている。
　なお、令和６年５月時点で同乗者が未成年であることを認識していたにも関わ
らず、事故後の所属や人事課の聞き取りにおいては、知らなかった旨の虚偽の報
告をしている。

② 勤務態度不良及び事務等の不適正処理
　当該職員は、勤務時間中に断続的にⅩ（旧ツイッター）の閲覧・投稿を繰り返
した。また、勤務時間中の離席が頻繁かつ長時間に及び、さらには、居眠りも見
受けられ、所属長や同僚職員から、再三の指導や注意があったにも関わらず、改
善されず、継続されていた。
　また、当該職員が担当する業務に著しい遅延が発生し、所属において他職員の
サポート体制を構築せざるを得ない状況となり、他職員へ負担が増加するなど、
公務の運営に支障が生じている。加えて、書類の紛失や未作成による事務等の不
適正処理が発生している。

処分内容
当該職員　　　：停職６ヶ月
当該職員の上司：口頭による厳重注意

処分理由

　法令の遵守、交通安全の推進に率先して取り組むべき市職員が、過失運転致傷
及び福島県青少年健全育成条例違反を起こしたこと、また、勤務態度不良や事務
等の不適正処理により、公務の運営に支障を生じさせたことは、全体の奉仕者た
るにふさわしくない非行であり、公務に対する市民の信頼を著しく裏切る行為で
ある。
　本事案の行為は、職員による信用失墜行為を禁ずる地方公務員法第３３条に抵
触すると認められ、同法第２９条第１項第１号及び第３号に該当するものと判断
し、懲戒処分を行うものである。



【事案②】

勤務場所 本庁 女

事件の概要

　当該職員は、令和６年５月３１日（金）午後２時３３分頃、普通乗用自動車を
運転し、市内南矢野目地内のガソリンスタンドから車道に右折進行する際、左方
道路から進行してきた相手方車両に衝突させ、相手方に加療約３週間を要する傷
害を負わせた。
　また、自車両を相手方車両に衝突させた交通事故を起こしたにも関わらず、事
故発生を直ちに警察署へ報告せず、かつ、相手方に傷害を負わせたにも関わら
ず、相手方を救護する等の必要な措置を講じず、事故現場から走り去った。
　その後、過失運転致傷及び道路交通法違反により、令和６年１２月２７日
（金）付けで略式起訴され、令和７年１月８日（水）付けで罰金３０万円の略式
命令を受けた。
　当該職員は、略式命令の事実を認めている。

処分内容 停職３ヶ月

職 一般職員 年齢 ４０歳代 性別

本市職員の懲戒処分に関する市長コメント

　この度の不祥事２件は、法令の遵守に率先して取り組むべき市職員としてあるまじき行為であ
り、被害に遭われた方に心からお詫びいたします。また、市民の皆さまの市政に対する信頼を大き
く損なったことを深くお詫び申し上げます。
　厳正なる処分をもって対処したところであり、今後、このような事態を起こすことのないよう、
職員に対し、公務員としての倫理と綱紀粛正を徹底するとともに、市職員として常にみられている
立場であることを自覚し、責任をもった行動をとるよう促し、市民の皆さまの信頼回復に全力で取
り組んでまいります。

処分理由

　法令の遵守、交通安全の推進に率先して取り組むべき市職員が、過失運転致傷
及び道路交通法違反を起こしたことは、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
であり、公務に対する市民の信頼を著しく裏切る行為である。
　本事案の行為は、職員による信用失墜行為を禁ずる地方公務員法第３３条に抵
触すると認められ、同法第２９条第１項第１号及び第３号に該当するものと判断
し、懲戒処分を行うものである。

処分年月日 令和７年２月１３日

問い合わせ
総務部人事課人事管理係　℡０２４－５２５－３７０３（直通）
課長　遠藤　武宏　　係長　秋葉　和人


